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(57)【要約】
【課題】エンジンとモータとを搭載した車両において、
運転停止しているエンジンを始動する際により適正な制
御を実行すると共にモータと電力をやり取りするバッテ
リの端子間電圧が下限電圧を下回ることを抑制する。
【解決手段】モータ走行しているときに、車速Ｖと残容
量ＳＯＣとに基づいてエンジンを始動するための閾値と
しての電圧用閾値Ｖｒｅｆを設定し（ステップＳ１６０
）、バッテリの端子間電圧Ｖｂが設定した電圧用閾値Ｖ
ｒｅｆ未満であるときには（ステップＳ１７０）エンジ
ンをモータリングして始動する（ステップＳ２００～Ｓ
２３０，Ｓ２８０～Ｓ３００）。こうすれば、バッテリ
の端子間電圧Ｖｂがバッテリを放電可能な下限電圧を下
回るのを抑制すると共により適正なタイミングでエンジ
ンを始動することができる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関と電動機とを搭載し、少なくとも前記電動機からの動力を用いて走行可能な車
両であって、
　前記内燃機関の始動に用いられる機関始動手段と、
　前記電動機および前記機関始動手段と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、
　該蓄電手段の端子間電圧を検出する電圧検出手段と、
　前記蓄電手段の端子間電圧の低下程度を推定する電圧低下程度推定手段と、
　前記推定された端子間電圧の低下程度に基づいて前記内燃機関を始動するための電圧用
閾値を設定する閾値設定手段と、
　前記内燃機関を運転停止している状態のときに、前記検出された端子間電圧が前記設定
された電圧用閾値未満に至るまでは前記内燃機関の運転停止を継続するよう前記内燃機関
と前記機関始動手段とを制御し、前記検出された端子間電圧が前記設定された電圧用閾値
未満に至ったときには前記内燃機関が始動されるよう前記内燃機関と前記機関始動手段と
を制御する機関始動制御手段と、
　を備える車両。
【請求項２】
　前記電圧低下推定手段は、車速と前記蓄電手段の状態とアクセル開度とのうちの少なく
とも一つに基づいて前記端子間電圧の低下程度を推定する手段である請求項１記載の車両
。
【請求項３】
　前記電圧低下推定手段は、前記蓄電手段の状態として前記蓄電手段の残容量と該蓄電手
段の温度と該蓄電手段の開放電圧とのうちの少なくとも一つに基づいて前記端子間電圧の
低下程度を推定する手段である請求項２記載の車両。
【請求項４】
　請求項３記載の車両であって、
　前記電圧低下推定手段は、前記蓄電手段の残容量が大きくなるほど小さくなる傾向に前
記端子間電圧の低下程度を推定し、
　前記閾値設定手段は、前記推定された端子間電圧の低下程度が小さくなるほど低くなる
傾向に前記電圧用閾値を設定する手段である
　車両。
【請求項５】
　請求項１ないし４いずれか記載の車両であって、
　前記電圧低下推定手段は、前記アクセル開度が小さくなるほど小さくなる傾向に前記端
子間電圧の低下程度を推定する手段であり、
　前記閾値設定手段は、前記推定された端子間電圧の低下程度が小さくなるほど低くなる
傾向に前記電圧用閾値を設定する手段である
　車両。
【請求項６】
　前記機関始動制御手段は、前記内燃機関を運転停止している状態で前記電動機からの動
力を用いて走行するモータ走行モードで走行しているときに、前記検出された端子間電圧
が前記設定された電圧用閾値未満に至るまでは前記モータ走行モードでの走行が継続する
よう前記内燃機関と前記機関始動手段と前記電動機とを制御し、前記検出された端子間電
圧が前記設定された電圧用閾値未満に至ったときには前記内燃機関が始動されて走行する
よう前記内燃機関と前記機関始動手段と前記電動機とを制御する手段である請求項１ない
し５いずれか記載の車両。
【請求項７】
　請求項１記載の車両であって、
　前記内燃機関が始動する際における前記端子間電圧の電圧低下量を学習する学習手段を
備え、
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　前記電圧低下推定手段は、前記学習した電圧低下量に基づいて前記端子間電圧の低下程
度を推定する手段である
　車両。
【請求項８】
　請求項１ないし７いずれか記載の車両であって、
　前記機関始動手段は、前記内燃機関の出力軸をモータリング可能な手段であり、
　前記機関始動制御手段は、前記内燃機関を始動するときには前記内燃機関の出力軸がモ
ータリングされるよう前記機関始動手段を制御する手段である
　車両。
【請求項９】
　請求項８記載の車両であって、
　前記機関始動手段は、車軸に接続された駆動軸と前記内燃機関の出力軸とに接続され電
力と動力の入出力により該駆動軸への動力の入出力を伴って該内燃機関の出力軸に動力を
入出力可能な電力動力入出力手段を備える手段であり、
　前記電動機は、前記駆動軸に動力を入出力する電動機である
　車両。
【請求項１０】
　前記電力動力入出力手段は、前記内燃機関の出力軸と前記駆動軸と第３の軸とに接続さ
れ該３軸のうちのいずれか２軸に入出力される動力に基づいて残余の１軸に動力を入出力
する３軸式動力入出力手段と、前記第３の軸に動力を入出力する発電機とを備える手段で
ある請求項９記載の車両
【請求項１１】
　請求項１０記載の車両であって、
　前記駆動軸に要求される要求駆動力を設定する要求駆動力設定手段を備え、
　前記電圧低下推定手段は、車速が高いほど小さくなる傾向に前記端子間電圧の低下程度
を推定する手段であり、
　前記閾値設定手段は、前記推定された端子間電圧の低下程度が小さくなるほど低くなる
傾向に前記電圧用閾値を設定する手段であり、
　前記機関始動制御手段は、前記検出された端子間電圧が前記設定された電圧用閾値未満
に至るまでは前記内燃機関の運転停止を継続すると共に前記設定された要求駆動力に基づ
く駆動力が前記駆動軸に出力されるよう前記内燃機関と前記発電機と前記電動機とを制御
し、前記検出された端子間電圧が前記設定された電圧用閾値未満に至ったときには前記内
燃機関の出力軸がモータリングされて始動されると共に前記発電機の回転数の変化に基づ
いて前記駆動軸に出力される駆動力と前記発電機から前記駆動軸へ出力される駆動力と前
記電動機から前記駆動軸に出力される駆動力との和の駆動力により前記設定された要求駆
動力に基づく駆動力が前記駆動軸に出力されるよう前記内燃機関と前記発電機と前記電動
機とを制御する手段である
　車両。
【請求項１２】
　内燃機関と電動機とを搭載し、前記内燃機関の始動に用いられる機関始動手段と、前記
電動機および前記機関始動手段と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、該蓄電手段の端子
間電圧を検出する電圧検出手段とを備え、少なくとも前記電動機からの動力を用いて走行
可能な車両の制御方法であって、
　前記蓄電手段の端子間電圧の低下程度を推定し、
　前記推定された端子間電圧の低下程度に基づいて前記内燃機関を始動するための電圧用
閾値を設定し、
　前記内燃機関を運転停止している状態のときに、前記検出された端子間電圧が前記設定
された電圧用閾値未満に至るまでは前記内燃機関の運転停止を継続するよう前記内燃機関
と前記機関始動手段とを制御し、前記検出された端子間電圧が前記設定された電圧用閾値
未満に至ったときには前記内燃機関が始動されるよう前記内燃機関と前記機関始動手段と
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を制御する
　車両の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の車両としては、走行用の動力を出力するエンジンと、エンジンをモータ
リング可能な第１モータと、走行用の動力を出力する第２モータと、第１モータや第２モ
ータと電力のやり取りをするバッテリとを備える車両が提案されている（例えば、特許文
献１参照）。この車両では、第２モータからの動力を用いて走行しているときに、バッテ
リの現在の充電状態と所定の電圧モデルとに基づいてエンジンのモータリングに必要な電
力を継続して出力できる継続時間を推定し、推定した継続時間が第１モータでエンジンを
モータリングして始動するのに必要な継続時間になったときにはエンジンを始動すること
により、バッテリを限界まで使用している。
【特許文献１】特開２００３－１５３４０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述した車両では、運転停止しているエンジンを第１モータでモータリングして始動す
る際にはモータリングによりバッテリの電力を消費するためにバッテリの端子間電圧が低
下する。こうしたバッテリの電力消費によってバッテリの端子間電圧がバッテリから電力
を取り出せなくなる下限電圧を下回るのを抑制するために、一般に、現在のバッテリの状
態や車両の状態に拘わらずバッテリの端子間電圧がバッテリの下限電圧より高い予め定め
られた電圧用閾値まで低下したときにエンジンを始動する制御が行なわれているが、こう
した電圧用閾値がある定められた値として設定されているため、車両の状態やバッテリの
状態などによっては適正なタイミングでエンジンを始動できないことがある。
【０００４】
　本発明の車両およびその制御方法は、内燃機関と電動機とを搭載し、内燃機関の始動に
用いられる始動装置と、電動機および始動装置と電力のやりとりが可能な蓄電装置とを備
える車両において、始動装置で運転停止している内燃機関を始動する際により適正なタイ
ミングで内燃機関を始動すると共に蓄電装置の端子間電圧が下限電圧を下回ることを抑制
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の車両は、上述の目的を達成するために以下の手段を採った。
【０００６】
　本発明の車両は、
　内燃機関と電動機とを搭載し、少なくとも前記電動機からの動力を用いて走行可能な車
両であって、
　前記内燃機関の始動に用いられる機関始動手段と、
　前記電動機および前記機関始動手段と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、
　該蓄電手段の端子間電圧を検出する電圧検出手段と、
　前記蓄電手段の端子間電圧の低下程度を推定する電圧低下程度推定手段と、
　前記推定された端子間電圧の低下程度に基づいて前記内燃機関を始動するための電圧用
閾値を設定する閾値設定手段と、
　前記内燃機関を運転停止している状態のときに、前記検出された端子間電圧が前記設定
された電圧用閾値未満に至るまでは前記内燃機関の運転停止を継続するよう前記内燃機関
と前記機関始動手段とを制御し、前記検出された端子間電圧が前記設定された電圧用閾値
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未満に至ったときには前記内燃機関が始動されるよう前記内燃機関と前記機関始動手段と
を制御する機関始動制御手段と、
　を備えることを要旨とする。
【０００７】
　この本発明の車両では、蓄電手段の端子間電圧の低下程度を推定し、推定された端子間
電圧の低下の程度に基づいて内燃機関を始動するための電圧用閾値を設定する。そして、
内燃機関を運転停止している状態のときに、検出された端子間電圧が設定された電圧用閾
値未満に至るまでは内燃機関の運転停止を継続するよう内燃機関と機関始動手段とを制御
し、検出された端子間電圧が設定された電圧用閾値未満に至ったときには内燃機関が始動
されるよう内燃機関と機関始動手段とを制御する。蓄電手段の端子間電圧の低下程度を推
定して、推定された端子間電圧の低下程度に基づいて内燃機関を始動するための電圧用閾
値を設定するから、内燃機関を始動する際に予め決められた値を電圧用閾値として用いる
ものに比してより適正なタイミングで内燃機関を始動できると共に蓄電手段の端子間電圧
が蓄電手段の下限電圧を下回るのを抑制することができる。
【０００８】
　こうした本発明の車両において、前記電圧低下推定手段は、車速と前記蓄電手段の状態
とアクセル開度とのうちの少なくとも一つに基づいて前記端子間電圧の低下程度を推定す
る手段であるものとすることもできる。この場合において、前記電圧低下推定手段は、前
記蓄電手段の状態として前記蓄電手段の残容量と該蓄電手段の温度と該蓄電手段の開放電
圧とのうちの少なくとも一つに基づいて前記端子間電圧の低下程度を推定する手段である
ものとすることもできる。蓄電手段の状態として蓄電手段の残容量と蓄電手段の温度と蓄
電手段の開放電圧とのうちの少なくとも一つに基づいて端子間電圧の低下程度を推定する
場合において、前記電圧低下推定手段は、前記蓄電手段の残容量が大きくなるほど小さく
なる傾向に前記端子間電圧の低下程度を推定し、前記閾値設定手段は、前記推定された端
子間電圧の低下程度が小さくなるほど低くなる傾向に前記電圧用閾値を設定する手段であ
るものとすることもできる。また、前記電圧低下推定手段は、前記蓄電手段の温度が高く
なるほど小さくなる傾向に前記端子間電圧の低下程度を推定したり、前記蓄電手段の開放
電圧が高くなるほど小さくなる傾向に前記端子間電圧の低下程度を推定するものとするこ
ともできる。蓄電手段の残容量が大きくなるほど、蓄電手段の温度や開放電圧が高くなる
ほど、内燃機関を始動する際の電力消費に伴う蓄電手段の電圧低下程度が小さくなると考
えられる。したがって、蓄電手段の残容量が大きくなるほど電圧用閾値を小さく設定した
り、蓄電手段の温度や開放電圧が高くなるほど電圧用閾値を小さく設定することにより、
蓄電手段の状態に応じたタイミングで内燃機関を始動することができる。
【０００９】
　また、本発明の車両において、前記電圧低下推定手段は、前記アクセル開度が小さくな
るほど大きくなる傾向に前記端子間電圧の低下程度を推定する手段であり、前記閾値設定
手段は、前記推定された端子間電圧の低下程度が小さくなるほど低くなる傾向に前記電圧
用閾値を設定する手段であるものとすることもできる。アクセル開度が小さくなるほど運
転者が要求する要求駆動力が小さいため、内燃機関を始動する際に蓄電手段の端子間電圧
の低下程度が小さいと考えられる。したがって、アクセル開度が小さくなるほど低くなる
傾向に電圧用閾値を設定することにより、アクセル開度に応じたタイミングで内燃機関を
始動することができる。
【００１０】
　さらに、本発明の車両において、前記機関始動制御手段は、前記内燃機関を運転停止し
ている状態で前記電動機からの動力を用いて走行するモータ走行モードで走行していると
きに、前記検出された端子間電圧が前記設定された電圧用閾値未満に至るまでは前記モー
タ走行モードでの走行が継続するよう前記内燃機関と前記機関始動手段と前記電動機とを
制御し、前記検出された端子間電圧が前記設定された電圧用閾値未満に至ったときには前
記内燃機関が始動されて走行するよう前記内燃機関と前記機関始動手段と前記電動機とを
制御する手段であるものとすることもできる。こうすれば、モータ走行モードで走行して



(6) JP 2008-254603 A 2008.10.23

10

20

30

40

50

いるときでも、より適正にモータ走行モードから内燃機関を始動して走行する状態に移行
することができる。
【００１１】
　そして、本発明の車両において、前記内燃機関が始動する際における前記端子間電圧の
電圧低下量を学習する学習手段を備え、前記電圧低下推定手段は、前記学習した電圧低下
量に基づいて前記端子間電圧の低下程度を推定する手段であるものとすることもできる。
こうすれば、より適正に電圧用閾値を設定することができる。
【００１２】
　また、本発明の車両において、前記機関始動手段は、前記内燃機関の出力軸をモータリ
ング可能な手段であり、前記機関始動制御手段は、前記内燃機関を始動するときには前記
内燃機関の出力軸がモータリングされるよう前記機関始動手段を制御する手段であるもの
とすることもできる。こすうれば、内燃機関を始動する際に内燃機関の出力軸のモータリ
ングに伴って蓄電手段の電力が消費されるときでも、より適正な制御を行なうことができ
る。この場合において、前記機関始動手段は、車軸に接続された駆動軸と前記内燃機関の
出力軸とに接続され電力と動力の入出力により該駆動軸への動力の入出力を伴って該内燃
機関の出力軸に動力を入出力可能な電力動力入出力手段を備える手段であり、前記電動機
は、前記駆動軸に動力を入出力する電動機であるものすることもできる。こうした電力動
力入出力手段を備える場合において、前記電力動力入出力手段は、前記内燃機関の出力軸
と前記駆動軸と第３の軸とに接続され該３軸のうちのいずれか２軸に入出力される動力に
基づいて残余の１軸に動力を入出力する３軸式動力入出力手段と、前記第３の軸に動力を
入出力する発電機とを備える手段であるものとすることもできる。こうした電力動力出力
手段が３軸式動力入出力手段と発電機とを備える場合において、前記駆動軸に要求される
要求駆動力を設定する要求駆動力設定手段を備え、前記電圧低下推定手段は、車速が高い
ほど小さくなる傾向に前記端子間電圧の低下程度を推定する手段であり、前記閾値設定手
段は、前記推定された端子間電圧の低下程度が小さくなるほど低くなる傾向に前記電圧用
閾値を設定する手段であり、前記機関始動制御手段は、前記検出された端子間電圧が前記
設定された電圧用閾値未満に至るまでは前記内燃機関の運転停止を継続すると共に前記設
定された要求駆動力に基づく駆動力が前記駆動軸に出力されるよう前記内燃機関と前記発
電機と前記電動機とを制御し、前記検出された端子間電圧が前記設定された電圧用閾値未
満に至ったときには前記内燃機関の出力軸がモータリングされて始動されると共に前記発
電機の回転数の変化に基づいて前記駆動軸に出力される駆動力と前記発電機から前記駆動
軸へ出力される駆動力と前記電動機から前記駆動軸に出力される駆動力との和の駆動力に
より前記設定された要求駆動力に基づく駆動力が前記駆動軸に出力されるよう前記内燃機
関と前記発電機と前記電動機とを制御する手段であるものとすることもできる。検出され
た端子間電圧が設定された電圧用閾値未満に至ったときには内燃機関の出力軸がモータリ
ングされて始動されると共に発電機の回転数の変化に基づいて駆動軸に出力される駆動力
とモータリング手段から駆動軸へ出力される駆動力と電動機から駆動軸に出力される駆動
力との和の駆動力により設定された要求駆動力に基づく駆動力が駆動軸に出力されるよう
内燃機関と発電機と電動機とを制御する。このとき、発電機の回転数の変化に基づいて駆
動軸に出力される駆動力によっては電動機から回生制動力が出力されることがあるが、車
速が高くなるほど電動機の回転数が高くなり電動機の発電電力が大きくなるため、蓄電手
段の端子間電圧の低下程度が小さくなると考えられる。したがって、車速が高くなるほど
小さくなる傾向に電圧用閾値を設定することにより、電圧用閾値をより適正な値に設定す
ることができ、内燃機関を始動する際により適正なタイミングで始動することができる。
【００１３】
　本発明の車両の制御方法は、
　内燃機関と電動機とを搭載し、前記内燃機関の始動に用いられる機関始動手段と、前記
電動機および前記機関始動手段と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、該蓄電手段の端子
間電圧を検出する電圧検出手段とを備え、少なくとも前記電動機からの動力を用いて走行
可能な車両の制御方法であって、
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　前記蓄電手段の端子間電圧の低下程度を推定し、
　前記推定された端子間電圧の低下程度に基づいて前記内燃機関を始動するための電圧用
閾値を設定し、
　前記内燃機関を運転停止している状態のときに、前記検出された端子間電圧が前記設定
された電圧用閾値未満に至るまでは前記内燃機関の運転停止を継続するよう前記内燃機関
と前記機関始動手段とを制御し、前記検出された端子間電圧が前記設定された電圧用閾値
未満に至ったときには前記内燃機関が始動されるよう前記内燃機関と前記機関始動手段と
を制御する
　ことを要旨とする。
【００１４】
　この本発明の車両の制御方法では、蓄電手段の端子間電圧の低下程度を推定し、推定さ
れた端子間電圧の低下の程度に基づいて内燃機関を始動するための電圧用閾値を設定する
。そして、内燃機関を運転停止している状態のときに、検出された端子間電圧が設定され
た電圧用閾値未満に至るまでは内燃機関の運転停止を継続するよう内燃機関と機関始動手
段とを制御し、検出された端子間電圧が設定された電圧用閾値未満に至ったときには内燃
機関が始動されるよう内燃機関と機関始動手段とを制御する。蓄電手段の端子間電圧の低
下程度を推定して、推定された端子間電圧の低下程度に基づいて内燃機関を始動するため
の電圧用閾値を設定するから、予め決められた値を電圧用閾値として用いるもの比して内
燃機関をより適正なタイミングで始動することができると共に内燃機関を始動する際に電
力の消費に伴って蓄電手段の端子間電圧が蓄電手段の下限電圧を下回るのを抑制すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を実施例を用いて説明する。
【実施例】
【００１６】
　図１は、本発明の一実施例であるハイブリッド自動車２０の構成の概略を示す構成図で
ある。実施例のハイブリッド自動車２０は、図示するように、エンジン２２と、エンジン
２２の出力軸としてのクランクシャフト２６にダンパ２８を介して接続された３軸式の動
力分配統合機構３０と、動力分配統合機構３０に接続された発電可能なモータＭＧ１と、
動力分配統合機構３０に接続された駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに取り付けられた
減速ギヤ３５と、この減速ギヤ３５に接続されたモータＭＧ２と、動力出力装置全体をコ
ントロールするハイブリッド用電子制御ユニット７０とを備える。
【００１７】
　エンジン２２は、ガソリンまたは軽油などの炭化水素系の燃料により動力を出力する内
燃機関であり、エンジン２２の運転状態を検出する各種センサから信号を入力するエンジ
ン用電子制御ユニット（以下、エンジンＥＣＵという）２４により燃料噴射制御や点火制
御，吸入空気量調節制御などの運転制御を受けている。エンジンＥＣＵ２４は、ハイブリ
ッド用電子制御ユニット７０と通信しており、ハイブリッド用電子制御ユニット７０から
の制御信号によりエンジン２２を運転制御すると共に必要に応じてエンジン２２の運転状
態に関するデータをハイブリッド用電子制御ユニット７０に出力する。
【００１８】
　動力分配統合機構３０は、外歯歯車のサンギヤ３１と、このサンギヤ３１と同心円上に
配置された内歯歯車のリングギヤ３２と、サンギヤ３１に噛合すると共にリングギヤ３２
に噛合する複数のピニオンギヤ３３と、複数のピニオンギヤ３３を自転かつ公転自在に保
持するキャリア３４とを備え、サンギヤ３１とリングギヤ３２とキャリア３４とを回転要
素として差動作用を行なう遊星歯車機構として構成されている。動力分配統合機構３０は
、キャリア３４にはエンジン２２のクランクシャフト２６が、サンギヤ３１にはモータＭ
Ｇ１が、リングギヤ３２にはリングギヤ軸３２ａを介して減速ギヤ３５がそれぞれ連結さ
れており、モータＭＧ１が発電機として機能するときにはキャリア３４から入力されるエ
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ンジン２２からの動力をサンギヤ３１側とリングギヤ３２側にそのギヤ比に応じて分配し
、モータＭＧ１が電動機として機能するときにはキャリア３４から入力されるエンジン２
２からの動力とサンギヤ３１から入力されるモータＭＧ１からの動力を統合してリングギ
ヤ３２側に出力する。リングギヤ３２に出力された動力は、リングギヤ軸３２ａからギヤ
機構６０およびデファレンシャルギヤ６２を介して、最終的には車両の駆動輪６３ａ，６
３ｂに出力される。
【００１９】
　モータＭＧ１およびモータＭＧ２は、いずれも発電機として駆動することができると共
に電動機として駆動できる周知の同期発電電動機として構成されており、インバータ４１
，４２を介してバッテリ５０と電力のやりとりを行なう。インバータ４１，４２とバッテ
リ５０とを接続する電力ライン５４は、各インバータ４１，４２が共用する正極母線およ
び負極母線として構成されており、モータＭＧ１，ＭＧ２のいずれかで発電される電力を
他のモータで消費することができるようになっている。したがって、バッテリ５０は、モ
ータＭＧ１，ＭＧ２のいずれかから生じた電力や不足する電力により充放電されることに
なる。なお、モータＭＧ１，ＭＧ２により電力収支のバランスをとるものとすれば、バッ
テリ５０は充放電されない。モータＭＧ１，ＭＧ２は、いずれもモータ用電子制御ユニッ
ト（以下、モータＥＣＵという）４０により駆動制御されている。モータＥＣＵ４０には
、モータＭＧ１，ＭＧ２を駆動制御するために必要な信号、例えばモータＭＧ１，ＭＧ２
の回転子の回転位置を検出する回転位置検出センサ４３，４４からの信号や図示しない電
流センサにより検出されるモータＭＧ１，ＭＧ２に印加される相電流などが入力されてお
り、モータＥＣＵ４０からは、インバータ４１，４２へのスイッチング制御信号が出力さ
れている。モータＥＣＵ４０は、ハイブリッド用電子制御ユニット７０と通信しており、
ハイブリッド用電子制御ユニット７０からの制御信号によってモータＭＧ１，ＭＧ２を駆
動制御すると共に必要に応じてモータＭＧ１，ＭＧ２の運転状態に関するデータをハイブ
リッド用電子制御ユニット７０に出力する。なお、モータＥＣＵ４０は、回転位置検出セ
ンサ４３，４４からの信号に基づいてモータＭＧ１，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２も演
算している。
【００２０】
　バッテリ５０は、バッテリ用電子制御ユニット（以下、バッテリＥＣＵという）５２に
よって管理されている。バッテリＥＣＵ５２には、バッテリ５０を管理するのに必要な信
号、例えば、バッテリ５０の端子間に設置された電圧センサ５０ａからの端子間電圧Ｖｂ
，バッテリ５０の出力端子に接続された電力ライン５４に取り付けられた図示しない電流
センサからの充放電電流，バッテリ５０に取り付けられた温度センサ５１からの電池温度
Ｔｂなどが入力されており、必要に応じてバッテリ５０の状態に関するデータを通信によ
りハイブリッド用電子制御ユニット７０に出力する。また、バッテリＥＣＵ５２は、バッ
テリ５０を管理するために電流センサにより検出された充放電電流の積算値に基づいて残
容量（ＳＯＣ）を演算したり、演算した残容量（ＳＯＣ）と電池温度Ｔｂとに基づいてバ
ッテリ５０を充放電してもよい最大許容電力である入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔを演算し
ている。なお、バッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔは、電池温度Ｔｂに基づいて
入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔの基本値を設定し、バッテリ５０の残容量（ＳＯＣ）に基づ
いて出力制限用補正係数と入力制限用補正係数とを設定し、設定した入出力制限Ｗｉｎ，
Ｗｏｕｔの基本値に補正係数を乗じることにより設定することができる。図３に電池温度
Ｔｂと入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔとの関係の一例を示し、図４にバッテリ５０の残容量
（ＳＯＣ）と入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔの補正係数との関係の一例を示す。
【００２１】
　ハイブリッド用電子制御ユニット７０は、ＣＰＵ７２を中心とするマイクロプロセッサ
として構成されており、ＣＰＵ７２の他に処理プログラムを記憶するＲＯＭ７４と、デー
タを一時的に記憶するＲＡＭ７６と、図示しない入出力ポートおよび通信ポートとを備え
る。ハイブリッド用電子制御ユニット７０には、イグニッションスイッチ８０からのイグ
ニッション信号，シフトレバー８１の操作位置を検出するシフトポジションセンサ８２か
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らのシフトポジションＳＰ，アクセルペダル８３の踏み込み量を検出するアクセルペダル
ポジションセンサ８４からのアクセル開度Ａｃｃ，ブレーキペダル８５の踏み込み量を検
出するブレーキペダルポジションセンサ８６からのブレーキペダルポジションＢＰ，車速
センサ８８からの車速Ｖなどが入力ポートを介して入力されている。ハイブリッド用電子
制御ユニット７０は、前述したように、エンジンＥＣＵ２４やモータＥＣＵ４０，バッテ
リＥＣＵ５２と通信ポートを介して接続されており、エンジンＥＣＵ２４やモータＥＣＵ
４０，バッテリＥＣＵ５２と各種制御信号やデータのやりとりを行なっている。
【００２２】
　こうして構成された実施例のハイブリッド自動車２０は、運転者によるアクセルペダル
８３の踏み込み量に対応するアクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとに基づいて駆動軸としてのリ
ングギヤ軸３２ａに出力すべき要求トルクを計算し、この要求トルクに対応する要求動力
がリングギヤ軸３２ａに出力されるように、エンジン２２とモータＭＧ１とモータＭＧ２
とが運転制御される。エンジン２２とモータＭＧ１とモータＭＧ２の運転制御としては、
要求動力に見合う動力がエンジン２２から出力されるようにエンジン２２を運転制御する
と共にエンジン２２から出力される動力のすべてが動力分配統合機構３０とモータＭＧ１
とモータＭＧ２とによってトルク変換されてリングギヤ軸３２ａに出力されるようモータ
ＭＧ１およびモータＭＧ２を駆動制御するトルク変換運転モードや要求動力とバッテリ５
０の充放電に必要な電力との和に見合う動力がエンジン２２から出力されるようにエンジ
ン２２を運転制御すると共にバッテリ５０の充放電を伴ってエンジン２２から出力される
動力の全部またはその一部が動力分配統合機構３０とモータＭＧ１とモータＭＧ２とによ
るトルク変換を伴って要求動力がリングギヤ軸３２ａに出力されるようモータＭＧ１およ
びモータＭＧ２を駆動制御する充放電運転モード、エンジン２２の運転を停止してモータ
ＭＧ２からの要求動力に見合う動力をリングギヤ軸３２ａに出力するよう運転制御するモ
ータ運転モードなどがある。
【００２３】
　次に、こうして構成された実施例のハイブリッド自動車２０の動作について説明する。
図５はハイブリッド用電子制御ユニット７０により実行される駆動制御ルーチンの一例を
示すフローチャートである。このルーチンは、所定時間毎（例えば数ｍｓｅｃ毎）に繰り
返し実行される。
【００２４】
　駆動制御ルーチンが実行されると、ハイブリッド用電子制御ユニット７０のＣＰＵ７２
は、まず、アクセルペダルポジションセンサ８４からのアクセル開度Ａｃｃや車速センサ
８８からの車速Ｖ，エンジン２２の回転数Ｎｅ，モータＭＧ１，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１，
Ｎｍ２，バッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔ，端子間電圧Ｖｂなど制御に必要な
データを入力する処理を実行する（ステップＳ１００）。ここで、エンジン２２の回転数
Ｎｅはクランクポジションセンサ１４０からの信号に基づいて演算されたものをエンジン
ＥＣＵ２４から通信により入力するものとした。また、モータＭＧ１，ＭＧ２の回転数Ｎ
ｍ１，Ｎｍ２は、回転位置検出センサ４３，４４により検出されたモータＭＧ１，ＭＧ２
の回転子の回転位置に基づいて演算されたものをモータＥＣＵ４０から通信により入力す
るものとした。さらに、バッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔは、バッテリ５０の
電池温度Ｔｂとバッテリ５０の残容量（ＳＯＣ）とに基づいて設定されたものをバッテリ
ＥＣＵ５２から通信により入力するものとした。そして、バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂ
は、電圧センサ５０ａにより検出されたものをバッテリＥＣＵ５２から通信により入力す
るものとした。
【００２５】
　こうしてデータを入力すると、入力したアクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとに基づいて車両
に要求されるトルクとして駆動輪６３ａ，６３ｂに連結された駆動軸としてのリングギヤ
軸３２ａに出力すべき要求トルクＴｒ＊とエンジン２２に要求される要求パワーＰｅ＊と
を設定する（ステップＳ１１０）。要求トルクＴｒ＊は、実施例では、アクセル開度Ａｃ
ｃと車速Ｖと要求トルクＴｒ＊との関係を予め定めて要求トルク設定用マップとしてＲＯ
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Ｍ７４に記憶しておき、アクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとが与えられると記憶したマップか
ら対応する要求トルクＴｒ＊を導出して設定するものとした。図５に要求トルク設定用マ
ップの一例を示す。要求パワーＰｅ＊は、設定した要求トルクＴｒ＊にリングギヤ軸３２
ａの回転数Ｎｒを乗じたものとバッテリ５０が要求する充放電要求パワーＰｂ＊とロスＬ
ｏｓｓとの和として計算することができる。なお、リングギヤ軸３２ａの回転数Ｎｒは、
車速Ｖに換算係数ｋを乗じること（Ｎｒ＝ｋ・Ｖ）によって求めたり、モータＭＧ２の回
転数Ｎｍ２を減速ギヤ３５のギヤ比Ｇｒで割ること（Ｎｒ＝Ｎｍ２／Ｇｒ）によって求め
ることができる。
【００２６】
　続いて、設定した要求パワーＰｅ＊とモータ走行を開始する閾値Ｐｒｅｆとを比較して
（ステップＳ１２０）、要求パワーＰｅ＊が閾値Ｐｒｅｆ以下であるときには、エンジン
２２の運転を停止してモータＭＧ２からの動力を出力するモータ運転モードでエンジン２
２やモータＭＧ１，ＭＧ２を制御すべきと判断して、続いて、エンジン２２が運転停止中
であるか否かを調べる（ステップＳ１３０）。エンジン２２が運転中であるときには、エ
ンジン２２を停止すべきと判断して、エンジン２２を停止するようエンジンＥＣＵ２４に
停止指示を送信して（ステップＳ１４０）、モータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊に値０を
設定する（ステップＳ１８０）。ステップＳ１４０の処理で送信された停止指示を受信し
たエンジンＥＣＵ２４は、エンジン２２における燃料噴射制御や点火制御を停止する処理
を実行する。
【００２７】
　一方、エンジン２２が運転停止中であるときには、エンジン２２が後述するエンジン始
動制御中であるか否かを調べる（ステップＳ１５０）。エンジン２２が始動制御中でない
ときには、車速Ｖと残容量ＳＯＣとに基づいてエンジン２２を始動するか否かを判定する
バッテリ５０の端子間電圧の閾値としての電圧用閾値Ｖｒｅｆを設定する（ステップＳ１
６０）。電圧用閾値Ｖｒｅｆの設定方法については、後述する。
【００２８】
　続いて、バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂと電圧用閾値Ｖｒｅｆとを比較すると共に（ス
テップＳ１７０）他のモータ運転モードでの制御を継続して走行するモータ走行条件が成
立するか否かを判定する（ステップＳ１７５）。ここで、モータ走行条件としては、バッ
テリ５０の残容量ＳＯＣモータ走行を継続可能な残容量の閾値より高いなどの条件を含む
。バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが電圧用閾値Ｖｒｅｆ以上であると共にモータ走行条件
が成立しているときには（ステップＳ１７０，Ｓ１７５）、モータ走行を継続できると判
断して、モータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊に値０を設定する（ステップＳ１８０）。
【００２９】
　こうしてモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊を設定したら、要求トルクＴｒ＊を減速ギ
ヤ３５のギヤ比Ｇｒで除したものをモータＭＧ２から出力すべきトルクの仮の値である仮
モータトルクＴｍ２ｔｍｐとして次式（１）により計算する（ステップＳ１９０）。
【００３０】
　Tm2tmp=Tr*/Gr         　(1)
【００３１】
　モータＭＧ１の目標回転数Ｎｍ１＊とトルク指令Ｔｍ１＊とを計算すると、バッテリ５
０の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔと設定したトルク指令Ｔｍ１＊に現在のモータＭＧ１の
回転数Ｎｍ１を乗じて得られるモータＭＧ１の消費電力（発電電力）との偏差をモータＭ
Ｇ２の回転数Ｎｍ２で割ることによりモータＭＧ２から出力してもよいトルクの上下限と
してのトルク制限Ｔｍ２ｍｉｎ，Ｔｍ２ｍａｘを次式（２）および次式（３）により計算
して（ステップＳ２８０）、計算した仮モータトルクＴｍ２ｔｍｐを式（４）によりトル
ク制限Ｔｍ２ｍｉｎ，Ｔｍ２ｍａｘで制限してモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定
する（ステップＳ２９０）。
【００３２】
　Tm2min=(Win-Tm1*・Nm1)/Nm2　      　 (2)
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　Tm2max=(Wout-Tm1*・Nm1)/Nm2　      　(3)
　Tm2*=max(min(Tm2tmp,Tm2max),Tm2min)  (4)
【００３３】
　こうしてモータＭＧ１，ＭＧ２のトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊を設定すると、モータ
ＭＧ１，ＭＧ２のトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊についてはモータＥＣＵ４０にそれぞれ
送信し（ステップＳ３００）、駆動制御ルーチンを終了する。トルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ
２＊を受信したモータＥＣＵ４０は、トルク指令Ｔｍ１＊でモータＭＧ１が駆動されると
共にトルク指令Ｔｍ２＊でモータＭＧ２が駆動されるようインバータ４１，４２のスイッ
チング素子のスイッチング制御を行なう。こうした制御により、モータ走行条件が成立し
ていてバッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが電圧用閾値Ｖｒｅｆ以上であるときには、エンジ
ン２２の運転を停止した状態でモータＭＧ２からバッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏ
ｕｔの範囲内で駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊を出力して走行す
ることができる。
【００３４】
　こうしてモータ運転モードで制御をしている最中に、バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが
電圧用閾値Ｖｒｅｆ未満となったり（ステップＳ１７０）、モータ走行条件が成立しなく
なったときには（ステップＳ１７５）、エンジン２２を始動する必要があると判断して、
エンジン２２を始動するためのエンジン始動制御を実行する。エンジン始動制御は、まず
、エンジン２２のトルクマップとエンジン２２の始動開始からの経過時間ｔとに基づいて
モータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊を設定する。（ステップＳ２００）。エンジン２２の
始動時にモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊に設定するトルクマップの一例とエンジン２
２の回転数Ｎｅの変化の様子の一例とを図６に示す。実施例のトルクマップは、エンジン
２２の始動指示がなされた時間ｔ１１の直後からレート処理を用いて比較的大きなトルク
をトルク指令Ｔｍ１＊に設定してエンジン２２の回転数Ｎｅを迅速に増加させる。エンジ
ン２２の回転数Ｎｅが共振回転数帯を通過したか共振回転数帯を通過するのに必要な時間
以降の時間ｔ１２にエンジン２２を安定して点火開始回転数Ｎｒｅｆ以上でモータリング
することができるトルクをトルク指令Ｔｍ１＊に設定し、電力消費や駆動軸としてのリン
グギヤ軸３２ａにおける反力を小さくする。そして、エンジン２２の回転数Ｎｅが回転数
Ｎｒｅｆに至った時間ｔ１３からレート処理を用いてトルク指令Ｔｍ１＊を値０とし、エ
ンジン２２の完爆が判定された時間ｔ１５から発電用のトルクをトルク指令Ｔｍ１＊に設
定する。ここで、点火開始回転数Ｎｒｅｆは、エンジン２２の燃料噴射制御や点火制御を
開始する回転数である。
【００３５】
　こうしてモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊を設定したら、エンジン２２の回転数Ｎｅ
と点火開始回転数Ｎｒｅｆとを比較する（ステップＳ２１０）。回転数Ｎｅが点火開始回
転数Ｎｒｅｆ未満のときには、要求トルクＴｒ＊と設定したトルク指令Ｔｍ１＊からモー
タＭＧ１の回転数変化に伴うイナーシャトルクＴｉを減じて動力分配統合機構３０のギヤ
比ρで除したものとの和のトルクを減速ギヤ３５のギヤ比Ｇｒで除したものとしてモータ
ＭＧ２から出力すべきトルクの仮の値である仮トルクＴｍ２ｔｍｐを次式（５）により計
算し（ステップＳ２３０）、計算した仮トルクＴｍ２ｔｍｐを前述の式（４）によりトル
ク制限Ｔｍ２ｍｉｎ，Ｔｍ２ｍａｘで制限してモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定
する（ステップＳ２８０，Ｓ２９０）。ここで、式（５）は、図７の共線図から容易に導
くことができる。なお、図７の共線図におけるＲ軸上の２つの太線矢印で示すトルクは、
モータＭＧ１から出力されるトルクからイナーシャトルクＴｉを減じたものがリングギヤ
軸３２ａに作用するトルクとモータＭＧ２から出力されるトルクＴｍ２＊が減速ギヤ３５
を介してリングギヤ軸３２ａに作用するトルクとである。
【００３６】
　Tm2tmp=(Tr*+(Tm1*-Ti)/ρ)/Gr　　　　   (5)
【００３７】
　仮モータトルクＴｍ２ｔｍｐを設定すると、バッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕ
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ｔの範囲内で要求トルクＴｒ＊がリングギヤ軸３２ａに出力されるモータＭＧ２のトルク
指令Ｔｍ２＊を設定してモータＥＣＵ４０に送信して（ステップＳ２８０～Ｓ３００）、
本ルーチンを終了し、こうしてエンジン２２を始動する制御を行なっている間は（ステッ
プＳ１５０）、Ｓ１００～Ｓ１３０，Ｓ１５０，ステップＳ２００～Ｓ２３０，Ｓ２８０
～Ｓ３００の処理を繰り返す。こうした制御により、モータＭＧ１でエンジン２２をモー
タリングすると共にバッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔの範囲内で駆動軸として
のリングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊を出力して走行する。
【００３８】
　こうしてエンジン２２をモータリングしてエンジン２２の回転数Ｎｅが点火開始回転数
Ｎｒｅｆ以上になったときには（ステップＳ２１０）、エンジン２２における燃料噴射制
御や点火制御を開始するよう制御信号をエンジンＥＣＵ２４に送信すると共に（ステップ
Ｓ２２０）設定したトルク指令Ｔｍ１＊に基づいてバッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗ
ｏｕｔの範囲内で要求トルクＴｒ＊がリングギヤ軸３２ａに出力されるモータＭＧ２のト
ルク指令Ｔｍ２＊を設定してモータＥＣＵ４０に送信して（ステップＳ２３０，Ｓ２８０
～Ｓ３００）、本ルーチンを終了する。こうした制御により、モータＭＧ１でエンジン２
２をモータリングしてエンジン２２を始動すると共にバッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ，
Ｗｏｕｔの範囲内で駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊を出力して走
行する。
【００３９】
　ここで、ステップＳ１６０の処理における電圧用閾値Ｖｒｅｆの設定方法について説明
する。電圧用閾値Ｖｒｅｆは、車速Ｖとバッテリ５０の残容量ＳＯＣと電圧用閾値Ｖｒｅ
ｆとの関係を予め定めて電圧用閾値設定用マップとしてＲＯＭ２４ｂやデータ７４に記憶
しておき、車速Ｖとバッテリ５０の残容量ＳＯＣとが与えられると記憶したマップから対
応する電圧用閾値Ｖｒｅｆを導出して設定するものとした。図８に電圧用閾値設定用マッ
プの一例を示す。電圧用閾値Ｖｒｅｆは、バッテリ５０から電力を取り出せなくなる下限
電圧よりエンジン２２をモータリングを開始してからエンジン２２の始動が終了するまで
のバッテリ５０の端子間電圧の低下量と推定される電圧分だけ高い電圧として設定され、
図示すように、残容量ＳＯＣが大きくなるほど小さくなる傾向に、且つ、車速Ｖが大きく
なるほど小さくなる傾向に設定するものとし、例えば、バッテリ５０の下限電圧が２００
［Ｖ］のときには２６０［Ｖ］～２９０［Ｖ］程度の範囲で設定されるものとする。つま
り、電圧用閾値設定用マップでは、車速Ｖや残容量ＳＯＣにより推定されるエンジン２２
を始動する際のバッテリ５０の端子間電圧の低下量を予め求めておき、求めた低下量に基
づいてエンジン２２を始動する際にバッテリ５０の端子間電圧が下限電圧を下回らないよ
う車速Ｖと残容量ＳＯＣと電圧用閾値Ｖｒｅｆとが関係づけられているのである。ここで
、電圧用閾値Ｖｒｅｆを残容量ＳＯＣが大きくなるほど小さくなる傾向に設定したのは、
エンジン２２のモータリングを開始する際の残容量ＳＯＣが大きいほどエンジン２２のモ
ータリングを開始してからエンジン２２の始動が完了するまでのバッテリ５０の端子間電
圧Ｖｂの低下量が小さいと推定されるため、残容量ＳＯＣが小さいときに比して電圧用閾
値Ｖｒｅｆを小さく設定してもバッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが下限電圧以下にならない
ためである。また、電圧用閾値Ｖｒｅｆを車速Ｖが大きくなるほど小さくなる傾向に設定
したのは、以下の理由に基づく。図９に例示するように、車速Ｖが比較的高い場合には、
モータＭＧ１で発電をしながらモータＭＧ２で電力を消費する状態となる。こうした状態
では、モータＭＧ２から出力されるトルクを上述した式（５）の仮モータトルクＴｍ２ｔ
ｍｐとして考えると、モータＭＧ２での消費電力（Ｔｍ２ｔｍｐ・Ｎｍ２）にモータＭＧ
１の消費電力（Ｔｍ１・Ｎｍ１、モータＭＧ１が発電している場合を考えると負の値にな
る）を加えた車両全体の消費電力Ｐは、次式（６）に示すようになる。ここで、要求トル
クＴｒ＊は図５に例示したようにアクセル開度Ａｃｃが一定だとすると車速Ｖが高くなる
ほど小さくなる傾向に設定され、トルク指令Ｔｍ１＊は車速Ｖに拘わらず図７に例示した
マップを用いて設定され、イナーシャトルクＴｉは車速Ｖに関わらずほぼ一定である。し
たがって、消費電力Ｐは、全体として車速Ｖが大きくなるほど小さなると推定され、エン
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ジン２２のモータリングを開始する際の車速Ｖが大きいほどエンジン２２のモータリング
を開始してからエンジン２２の始動が完了するまでのバッテリ５０の端子間電圧Ｖｂの低
下量が小さいと推定されるため、車速Ｖが小さいときに比して電圧用閾値Ｖｒｅｆを小さ
く設定してもバッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが下限電圧以下にならない。このように、車
速Ｖや残容量ＳＯＣに基づいて推定されるバッテリ５０の端子間電圧の低下量に基づいて
電圧用閾値Ｖｒｅｆを設定することにより、より適正なタイミングでエンジン２２を始動
することができる。
【００４０】
　P=(Tr*-Ti/ρ)/Gr・Nm2+Tm1*/ρ・Ne・(1+ρ)         　(6)
【００４１】
　要求パワーＰｅ＊が閾値Ｐｒｅｆより大きいときには（ステップＳ１２０）、エンジン
２２からの動力を用いて走行するトルク変換運転モードや充放電運転モードでエンジン２
２やモータＭＧ１，ＭＧ２を運転制御する必要があると判断して、エンジン２２が運転さ
れていなければ（ステップＳ２４０）、ステップＳ２００～Ｓ２３０，Ｓ２８０～Ｓ３０
０の処理を実行してエンジン２２を始動し、エンジン２２が運転中であるときには、設定
した要求パワーＰｅ＊に基づいてエンジン２２を効率よく運転する運転ポイントとしての
目標回転数Ｎｅ＊と目標トルクＴｅ＊とを設定し（ステップＳ２５０）、続いて、エンジ
ン２２の目標回転数Ｎｅ＊とモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２と動力分配統合機構３０のギヤ
比ρとを用いて次式（７）によりモータＭＧ１の目標回転数Ｎｍ１＊を計算すると共に計
算した目標回転数Ｎｍ１＊と入力したモータＭＧ１の回転数Ｎｍ１とに基づいて式（８）
によりモータＭＧ１が回転数Ｎｍ１＊で回転するようモータＭＧ１から出力すべきトルク
としてのトルク指令Ｔｍ１＊を計算する（ステップＳ２７０）。図１０は、エンジン２２
からパワーを出力している状態で走行しているときの動力分配統合機構３０の回転要素に
おける回転数とトルクとの力学的な関係を示す共線図の一例を示す説明図である。なお、
式（８）は、モータＭＧ１を目標回転数Ｎｍ１＊で回転させるためのフィードバック制御
における関係式であり、式（８）中、右辺第２項の「ｋ１」は比例項のゲインであり、右
辺第３項の「ｋ２」は積分項のゲインである。
【００４２】
　Nm1*=Ne*・(1+ρ)/ρ-Nm2/ρ　　(7)
　Tm1*=ρ・Te*/(1+ρ)+k1(Nm1*-Nm1)+k2∫(Nm1*-Nm1)dt　(8)
【００４３】
　こうしてモータＭＧ１の目標回転数Ｎｍ１＊とトルク指令Ｔｍ１＊とを計算すると、要
求トルクＴｒ＊にモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊を動力分割機構３０のギヤ比ρで除
したものを加えて減速ギヤＧｒのギヤ比で除したものを次式（９）により求めて仮モータ
トルクＴｍ２ｔｍｐとして設定する（ステップＳ２７０）。ここで、式（９）は、図１０
に例示した共線図から容易に導くことができる。こうして、仮モータトルクＴｍ２ｔｍｐ
を設定すると、バッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔの範囲内で要求トルクＴｒ＊
がリングギヤ軸３２ａに出力されるモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定して（ステ
ップＳ２８０，Ｓ２９０）、設定したエンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ
＊をエンジンＥＣＵ２４に、設定したモータＭＧ１，ＭＧ２のトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ
２＊をモータＥＣＵ４０にそれぞれ送信して（ステップＳ３００）、本ルーチンを終了す
る。目標回転数Ｎｅ＊と目標トルクＴｅ＊とを受信したエンジンＥＣＵ２４は、エンジン
２２が目標回転数Ｎｅ＊と目標トルクＴｅ＊とによって示される運転ポイントで運転され
るようにエンジン２２における吸入空気量制御や燃料噴射制御，点火制御などの制御を行
なう。こうした制御により、こうした制御により、エンジン２２の始動後は、バッテリ５
０の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔの範囲内でエンジン２２を効率よく運転して駆動軸とし
てのリングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊を出力して走行することができる。
【００４４】
　Tm2tmp=(Tr*+Tm1*/ρ)/Gr　　　　   (9)
【００４５】
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　以上説明した実施例のハイブリッド自動車２０によれば、運転停止しているエンジンを
始動する際に車速Ｖと残容量ＳＯＣとに基づいてエンジン２２のモータリングを開始して
からエンジン２２の始動が完了するまで（エンジン２２の運転開始まで）のバッテリ５０
の端子間電圧Ｖｂの低下量を推定してエンジン２２を始動するための閾値としての電圧用
閾値Ｖｒｅｆを設定し、バッテリ５０の端子間電圧Ｖｒｅｆが設定した電圧用閾値Ｖｒｅ
ｆ未満であるときにはエンジン２２をモータリングして始動するから、バッテリ５０の端
子間電圧が下限電圧を下回るのを抑制すると共により適正なタイミングでエンジンを始動
することができる。
【００４６】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、車速Ｖや残容量ＳＯＣに基づいてバッテリ５０
の端子間電圧の低下量を推定して電圧用閾値を設定するものとしたが、車速Ｖや残容量Ｓ
ＯＣとに基づいてバッテリ５０の端子間電圧の低下量を推定するものに限定したものでは
なく、車速Ｖのみに基づいて端子間電圧の低下量を推定したり残容量ＳＯＣのみに基づい
て端子間電圧の低下量を推定したりするものとしてもよい。また、バッテリ５０の電圧の
低下量を推定できるものであれば、如何なる状態量に基づいてバッテリ５０の端子間電圧
の低下程度を推定するものとしてもよく、例えば、バッテリ５０の温度やバッテリ５０の
開放電圧やアクセル開度Ａｃｃなどに基づいてバッテリ５０の低下量を推定するものとし
てもよい。この場合において、バッテリ５０の端子間電圧の低下量は、バッテリ５０の温
度が高くなるほど大きくなり、バッテリ５０の開放電圧が高くなるほど大きくなり、アク
セル開度Ａｃｃが大きく要求トルクＴｒ＊が大きくなるほど大きく傾向になると推定され
ることから、電圧用閾値Ｖｒｅｆは、バッテリ５０の温度が高くなるほど、バッテリ５０
の開放電圧が高くなるほど、アクセル開度が小さくなるほど小さくなる傾向に設定するも
のとするのが望ましい。
【００４７】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、車速Ｖと残容量ＳＯＣとに基づいて予めバッテ
リ５０の端子間電圧の低下量を求めておくものとしたが、低下量を予め求めておくものに
限定したものではなく、車速Ｖや残容量ＳＯＣに対するバッテリ５０の端子間電圧の低下
の傾向に基づいてバッテリ５０の端子間電圧の低下程度を推定するものとしてもよい。
【００４８】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、図８に例示した電圧用閾値設定用マップを用い
て車速Ｖや残容量ＳＯＣに基づいて電圧用閾値Ｖｒｅｆを設定するものとしたが、エンジ
ン２２を始動するたびにエンジン２２の始動時の車速Ｖ，残容量ＳＯＣとエンジン２２を
始動してから始動が終了するまでのバッテリ５０の端子間電圧の電圧低下量を学習してて
、バッテリ５０の下限電圧に学習した電圧低下量を加えたものを図８に例示したエンジン
２２の始動時の車速Ｖ，残容量ＳＯＣに対応する電圧用閾値Ｖｒｅｆとして設定されれば
、より適正に電圧用閾値Ｖｒｅｆを設定することができる。
【００４９】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、エンジン２２の運転を停止してモータＭＧ２か
らの動力でモータ走行しているときに、バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｒｅｆ以
上であるときにはモータ走行を継続し、バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｒｅｆ未
満であるときにエンジン２２を始動する制御を実行するものとしたが、こうした制御を実
行するのはモータ走行しているときに限定したものではなく、エンジン２２の運転を停止
した状態であるがモータＭＧ２からの動力を用いて走行していない状態のときにこうした
制御を実行するものとしてもよい。この場合には、バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値
Ｖｒｅｆ以上であるときにはエンジン２２の運転停止を継続し、バッテリ５０の端子間電
圧Ｖｂが閾値Ｖｒｅｆ未満であるときにエンジン２２を始動する制御を実行するものとし
てもよい。
【００５０】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、モータＭＧ１を用いてエンジン２２をモータリ
ングするものとしたが、モータＭＧ１とは別にエンジン２２の始動専用のスタータモータ
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を備え、こうしたスタータモータを用いてエンジンを始動するものとしてもよい。
【００５１】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、減速ギヤ３５を介して駆動軸としてのリングギ
ヤ軸３２ａにモータＭＧ２を取り付けるものとしたが、リングギヤ軸３２ａにモータＭＧ
２を直接取り付けるものとしてもよいし、減速ギヤ３５に代えて２段変速や３段変速，４
段変速などの変速機を介してリングギヤ軸３２ａにモータＭＧ２を取り付けるものとして
も構わない。
【００５２】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、モータＭＧ２の動力を減速ギヤ３５により変速
してリングギヤ軸３２ａに出力するものとしたが、図１１の変形例のハイブリッド自動車
１２０に例示するように、モータＭＧ２の動力をリングギヤ軸３２ａが接続された車軸（
駆動輪６３ａ，６３ｂが接続された車軸）とは異なる車軸（図１１における車輪６４ａ，
６４ｂに接続された車軸）に接続するものとしてもよい。
【００５３】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、エンジン２２の動力を動力分配統合機構３０を
介して駆動輪６３ａ，６３ｂに接続された駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに出力する
ものとしたが、図１２の変形例のハイブリッド自動車２２０に例示するように、エンジン
２２のクランクシャフト２６に接続されたインナーロータ２３２と駆動輪６３ａ，６３ｂ
に動力を出力する駆動軸に接続されたアウターロータ２３４とを有し、エンジン２２の動
力の一部を駆動軸に伝達すると共に残余の動力を電力に変換する対ロータ電動機２３０を
備えるものとしてもよい。
【００５４】
　実施例では、２つのモータとエンジンとを備える車両に適用ものとしたが、エンジンと
モータとを搭載して少なくともモータからの動力を用いて走行可能な車両であれば如何な
る車両に適用してもよい。
【００５５】
　また、こうしたハイブリッド自動車に適用するものに限定されるものではなく、こうし
た車両の制御方法の形態としてもよい。
【００５６】
　ここで、実施例の主要な要素と課題を解決するための手段の欄に記載した発明の主要な
要素との対応関係について説明する。実施例では、エンジン２２が「内燃機関」に相当し
、モータＭＧ２が「電動機」に相当し、動力分配統合機構３０とモータＭＧ１とが「機関
始動手段」に相当し、バッテリ５０が「蓄電手段」に相当し、電圧センサ５０ａが「電圧
検出手段」に相当し、車速Ｖや残容量ＳＯＣに基づいてバッテリ５０の端子間電圧の低下
量を求めるステップＳ１６０の処理を実行するハイブリッド用電子制御ユニット７０が「
電圧低下推定手段」に相当し、推定されたバッテリ５０の端子間電圧の低下量に基づいて
電圧用閾値Ｖｒｅｆを設定するステップＳ１６０の処理を実行するハイブリッド用電子制
御ユニット７０が「閾値設定手段」に相当し、エンジン２２を運転停止しているときにバ
ッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｒｅｆ以上であるときにエンジン２２の運転停止を
継続するステップＳ１３０～Ｓ１７０，Ｓ３００の処理やエンジン２２を運転停止してい
るときにバッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｒｅｆ未満に至ったときにはエンジン２
２を始動するためにエンジン２２をモータリングするトルクをモータＭＧ１のトルク指令
Ｔｍ１＊に設定してモータＥＣＵ４０に送信する処理やエンジンＥＣＵ２４に燃料噴射制
御指示や点火制御指示を送信するステップＳ１３０，Ｓ１５０～Ｓ１７０，Ｓ２００～Ｓ
２３０，Ｓ２８０～Ｓ３００の処理を実行するハイブリッド用電子制御ユニット７０とエ
ンジン２２における燃料噴射制御や点火制御を実行するエンジンＥＣＵ２４とトルク指令
Ｔｍ１＊でモータＭＧ１が駆動するようインバータ４１を制御するモータＥＵＣ４０とが
「機関始動制御手段」に相当する。また、エンジン２２を運転停止しているときにバッテ
リ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｒｅｆ以上であるときに要求トルクＴｒ＊に基づくトル
クがモータＭＧ２から出力されるようモータＭＧ１，ＭＧ２のトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ
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２＊を設定してモータＥＣＵ４０に送信するステップＳ１８０，Ｓ１９０，ステップＳ２
８０～Ｓ３００の処理やエンジン２２を運転停止しているときにバッテリ５０の端子間電
圧Ｖｂが閾値Ｖｒｅｆ未満に至ったときには要求トルクＴｒ＊に基づくトルクがモータＭ
Ｇ２から出力されるようモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定してモータＥＣＵ４０
に送信するステップＳ２３０，Ｓ２８０～Ｓ３００の処理を実行するハイブリッド用電子
制御ユニット７０とトルク指令Ｔｍ２＊でモータＭＧ２が駆動するようインバータ４２を
制御するモータＥＵＣ４０とも「機関始動制御手段」に相当する。さらに、エンジン２２
を始動するたびにエンジン２２の始動時の車速Ｖ，残容量ＳＯＣとエンジン２２を始動し
てから始動が終了するまでのバッテリ５０の端子間電圧の電圧低下量を検出して学習する
ハイブリッド用電子制御ユニット７０が「学習手段」に相当する。さらに、動力分配統合
機構３０とモータＭＧ１とが「電力動力入出力手段」に相当する。そして、動力分配統合
機構３０が「３軸式動力入出力手段」に相当し、モータＭＧ１が「発電機」に相当する。
また、対ロータ電動機２３０も「電力動力入出力手段」に相当する。ここで、「内燃機関
」としては、ガソリンまたは軽油などの炭化水素系の燃料により動力を出力する内燃機関
に限定されるものではなく、水素エンジンなど如何なるタイプの内燃機関であっても構わ
ない。「電動機」としては、同期発電電動機として構成されたモータＭＧ２に限定される
ものではなく、誘導電動機など、駆動軸に動力を入出力可能なものであれば如何なるタイ
プの電動機であっても構わない。「機関始動手段」としては、動力分配統合機構３０とモ
ータＭＧ１とからなる組み合わせに限定されるものではなく、エンジンのクランクシャフ
トをモータリングするスタータモータなど、内燃機関の始動に用いられるものであれば如
何なるものとしても構わない。「蓄電手段」としては、二次電池としてのバッテリ５０に
限定されるものではなく、キャパシタなど、電動機および機関始動手段と電力のやりとり
が可能であれば如何なるものとしても構わない。「電圧検出手段」としては、電圧センサ
５０ａに限定されるものではなく、蓄電手段の端子間電圧を検出するものであれば如何な
るものとしても構わない。「電圧低下程度推定手段」は、車速Ｖや残容量ＳＯＣに基づい
てバッテリ５０の端子間電圧の低下量を推定するものに限定されるものではなく、車速Ｖ
のみに基づいて端子間電圧の低下量を推定するものや残容量ＳＯＣのみに基づいて端子間
電圧の低下量を推定するもの，アクセル開度Ａｃｃやバッテリ５０の開放電圧，バッテリ
５０の温度に基づいて端子間電圧の低下量を推定するものなど、蓄電手段の端子間電圧の
低下程度を推定するものであれば如何なるものとしても構わない。「閾値設定手段」は、
推定された端子間電圧の低下程度に基づいて内燃機関を始動するための電圧用閾値を設定
するものであれば如何なるものとしても構わない。「機関始動制御手段」としては、ハイ
ブリッド用電子制御ユニット７０とエンジンＥＣＵ２４とモータＥＣＵ４０とからなる組
み合わせに限定されるものではなく単一の電子制御ユニットにより構成されるなどとして
もよい。また、「機関始動制御手段」としては、エンジン２２を運転停止しているときに
バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｒｅｆ以上であるときにエンジン２２の運転を停
止した状態を継続してモータＭＧ２からの動力で走行し、エンジン２２を運転停止してい
るときにバッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｒｅｆ未満に至ったときにはエンジン２
２の始動をするものに限定されるものではなく、内燃機関を運転停止している状態のとき
に、検出された端子間電圧が前記設定された電圧用閾値未満に至るまでは内燃機関の運転
停止を継続するよう内燃機関と機関始動手段とを制御し、検出された端子間電圧が設定さ
れた電圧用閾値未満に至ったときには内燃機関が始動されるよう内燃機関と機関始動手段
とを制御するものであれば如何なるものとしても構わない。「発電機」としては、同期発
電電動機として構成されたモータＭＧ１に限定されるものではなく、誘導電動機など、動
力を入出力可能なものであれば如何なるタイプの発電機としても構わない。「３軸式動力
入出力手段」としては、上述の動力分配統合機構３０に限定されるものではなく、ダブル
ピニオン式の遊星歯車機構を用いるものや複数の遊星歯車機構を組み合わせて４以上の軸
に接続されるものやデファレンシャルギヤのように遊星歯車とは異なる差動作用を有する
ものなど、駆動軸と出力軸と発電機の回転軸との３軸に接続され３軸のうちのいずれかに
軸に入出力される動力に基づいて残余の軸に動力を入出力するものであれば如何なるもの
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としても構わない。なお、実施例の主要な要素と課題を解決するための手段の欄に記載し
た発明の主要な要素との対応関係は、実施例が課題を解決するための手段の欄に記載した
発明を実施するための最良の形態を具体的に説明するための一例であることから、課題を
解決するための手段の欄に記載した発明の要素を限定するものではない。即ち、課題を解
決するための手段の欄に記載した発明についての解釈はその欄の記載に基づいて行なわれ
るべきものであり、実施例は課題を解決するための手段の欄に記載した発明の具体的な一
例に過ぎないものである。
【００５７】
　以上、本発明を実施するための最良の形態について実施例を用いて説明したが、本発明
はこうした実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内にお
いて、種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明は、自動車の製造業等に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の一実施例であるハイブリッド自動車２０の構成の概略を示す構成図であ
る。
【図２】バッテリ５０における電池温度Ｔｂと入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔとの関係の一
例を示す説明図である。
【図３】バッテリ５０の残容量（ＳＯＣ）と入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔの補正係数との
関係の一例を示す説明図である。
【図４】実施例のハイブリッド用電子制御ユニット７０により実行される駆動制御ルーチ
ンの一例を示すフローチャートである。
【図５】要求トルク設定用マップの一例を示す説明図である。
【図６】エンジン２２の始動時にモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊に設定するトルクマ
ップの一例とエンジン２２の回転数Ｎｅの変化の様子の一例とを示す説明図である。
【図７】エンジン２２を始動しているときの動力分配統合機構３０の回転要素における回
転数とトルクとの力学的な関係を示す共線図の一例を示す説明図である。
【図８】電圧用閾値設定用マップの一例を示す説明図である。
【図９】車速Ｖが比較的高い状態でエンジン２２を始動しているときの動力分配統合機構
３０の回転要素における回転数とトルクとの力学的な関係を示す共線図の一例を示す説明
図である。
【図１０】エンジン２２からパワーを出力している状態で走行しているときの動力分配統
合機構３０の回転要素における回転数とトルクとの力学的な関係を示す共線図の一例を示
す説明図である。
【図１１】変形例のハイブリッド自動車１２０の構成の概略を示す構成図である。
【図１２】変形例のハイブリッド自動車２２０の構成の概略を示す構成図である。
【符号の説明】
【００６０】
　２０，１２０，２２０　ハイブリッド自動車、２２　エンジン、２４　エンジン用電子
制御ユニット（エンジンＥＣＵ）、２４ａ　ＣＰＵ、２４ｂ　ＲＯＭ、２４ｃ　ＲＡＭ、
２６　クランクシャフト、２８　ダンパ、３０　動力分配統合機構、３１　サンギヤ、３
２　リングギヤ、３２ａ　リングギヤ軸、３３　ピニオンギヤ、３４　キャリア、３５　
減速ギヤ、４０　モータ用電子制御ユニット（モータＥＣＵ）、４１，４２　インバータ
、４３，４４　回転位置検出センサ、５０　バッテリ、５０ａ　電圧センサ、５１　温度
センサ、５２　バッテリ用電子制御ユニット（バッテリＥＣＵ）、５４　電力ライン、６
０　ギヤ機構、６２　デファレンシャルギヤ、６３ａ，６３ｂ　駆動輪、６４ａ，６４ｂ
　車輪、７０　ハイブリッド用電子制御ユニット、７２　ＣＰＵ、７４　ＲＯＭ、７６　
ＲＡＭ、８０　イグニッションスイッチ、８１　シフトレバー、８２　シフトポジション
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センサ、８３　アクセルペダル、８４　アクセルペダルポジションセンサ、８５　ブレー
キペダル、８６　ブレーキペダルポジションセンサ、８８　車速センサ、１２２　エアク
リーナ、１２４　スロットルバルブ、１２６　燃料噴射弁、１２８　吸気バルブ、１３０
　点火プラグ、１３２　ピストン、１３４　浄化装置、１３６，スロットルモータ、１３
８　イグニッションコイル、１４０　クランクポジションセンサ、１４２　水温センサ、
１４３　圧力センサ、１４４　カムポジションセンサ、１４６　スロットルバルブポジシ
ョンセンサ、１４８　エアフローメータ、１４９　温度センサ、１５０　可変バルブタイ
ミング機構、２３０　対ロータ電動機、２３２　インナーロータ　２３４　アウターロー
タ、ＭＧ１，ＭＧ２　モータ。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】

【図９】
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